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）

中
央
北
極
海
に
お
け
る
規
制
さ
れ
て
い
な
い
公
海
漁
業
を
防
止
す
る
た
め
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件
（
閣
条
第
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

中
央
北
極
海
の
公
海
水
域
に
お
い
て
、
近
年
、
氷
の
範
囲
の
減
少
に
伴
い
将
来
的
に
漁
獲
が
行
わ
れ
得
る
水
域
が
拡
大
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
海
洋
生
態
系
を
保
護
し
、
並
び
に
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
同
水
域
に

お
い
て
規
制
さ
れ
て
い
な
い
漁
獲
を
防
止
す
る
必
要
性
が
国
際
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
協
定
は
、
同
水
域
に

お
け
る
漁
獲
に
対
す
る
予
防
的
な
保
存
管
理
措
置
の
適
用
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
、
カ
ナ
ダ
、
中
国
、
デ

ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
韓
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
、
米
国
及
び
欧
州
連
合
の
間
で
、
二
〇
一
八
年
（
平
成
三
十

年
）
十
月
に
イ
ル
リ
サ
ッ
ト
（
デ
ン
マ
ー
ク
）
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
十
五
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
「
協
定
水
域
」
と
は
、
カ
ナ
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
（
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
）
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア

及
び
米
国
が
漁
業
管
轄
権
を
行
使
す
る
水
域
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
中
央
北
極
海
の
単
一
の
公
海
水
域
を
い
う
。

二
、
こ
の
協
定
は
、
健
全
な
海
洋
生
態
系
を
保
護
し
、
並
び
に
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
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長
期
的
な
戦
略
の
一
部
と
し
て
、
予
防
的
な
保
存
管
理
措
置
の
適
用
を
通
じ
て
中
央
北
極
海
の
公
海
水
域
に
お
け
る
規
制
さ

れ
て
い
な
い
漁
獲
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
船
舶
に
対
し
、
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
等
に
よ
っ
て
採

択
さ
れ
る
保
存
管
理
措
置
又
は
締
約
国
会
合
に
お
い
て
締
約
国
が
将
来
定
め
る
こ
と
が
あ
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
に
基

づ
い
て
の
み
協
定
水
域
に
お
い
て
商
業
的
漁
獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利

を
有
す
る
船
舶
に
対
し
、
締
約
国
会
合
に
お
い
て
締
約
国
が
定
め
る
保
存
管
理
措
置
に
基
づ
い
て
の
み
協
定
水
域
に
お
い
て

試
験
的
漁
獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
締
約
国
が
、
科
学
的
活
動
に
お
け
る
協
力
を
円
滑
に
す
る
こ
と
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
か
ら
二
年
以
内
に
科
学
的
調
査

及
び
監
視
に
関
す
る
共
同
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
、
当
該
共
同
計
画
の
発
展
、
調
整
及
び
実
施
を
指
導
す
る
こ
と
、
共
同
の

科
学
的
会
合
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

五
、
締
約
国
が
、
原
則
と
し
て
二
年
に
一
回
会
合
し
、
当
該
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
の
実
施
状
況
及
び
こ
の
協
定
の
有
効

期
間
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
、
全
て
の
入
手
可
能
な
科
学
的
情
報
を
検
討
す
る
こ
と
、
協
定
水
域
に
お
け
る
漁
獲

を
管
理
す
る
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
た
め
の
機
関
を
設
立
す
る
た
め
の
交
渉
等
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
、
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当
該
交
渉
等
が
開
始
さ
れ
、
締
約
国
が
魚
類
資
源
の
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
に
合
意
し
た
後
、
協
定
水
域

に
お
け
る
魚
類
資
源
に
関
す
る
追
加
の
又
は
異
な
る
暫
定
的
な
保
存
管
理
措
置
を
定
め
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
、
こ

の
協
定
の
効
力
発
生
か
ら
三
年
以
内
に
協
定
水
域
に
お
け
る
試
験
的
漁
獲
の
た
め
の
保
存
管
理
措
置
を
定
め
る
こ
と
等
に
つ

い
て
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
北
極
の
先
住
民
を
含
む
北
極
の
社
会
の

代
表
者
が
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
な
委
員
会
又
は
類
似
の
団
体
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
こ
の
協
定
は
、
交
渉
参
加
十
箇
国
・
機
関
に
よ
る
こ
の
協
定
の
批
准
書
、
受
諾
書
及
び
承
認
書
並
び
に
こ
の
協
定
へ
の
加

入
書
の
全
て
を
寄
託
者
が
受
領
し
た
日
の
後
三
十
日
で
効
力
を
生
ず
る
。

七
、
こ
の
協
定
が
、
そ
の
効
力
発
生
の
後
最
初
の
十
六
年
間
効
力
を
有
す
る
こ
と
、
当
該
最
初
の
期
間
の
満
了
の
後
は
原
則
と

し
て
順
次
五
年
の
延
長
期
間
中
効
力
を
有
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

八
、
こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
等
に
反
映
さ
れ
て
い
る
国
際
法
の
関
連
す
る
規
定
に

基
づ
く
締
約
国
の
権
利
、
管
轄
権
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。


